
は じ め に

少子高齢化の進展をはじめ、社会経済情勢が急速に変化するなかで、豊か

で活力ある社会を築くためには、男女がともに人権を尊重し、責任を分かち

合いながら、その個性と能力を最大限に発揮することができる男女共同参画

社会の実現が重要な課題となっています。

本県においては、平成１６年３月制定の「群馬県男女共同参画推進条例」

や平成２３年３月策定の「群馬県男女共同参画基本計画（第３次）」に基づき、

男女共同参画施策を総合的かつ計画的に進めているところです。

平成２５年度は、県内事業所への男女共同参画推進員設置の促進や、活躍

女性のロールモデルのヒアリング調査や情報発信、ぐんま男女共同参画セン

ターに開設した「とらいあんぐるん相談室」の機能をより充実させ、土日相

談への対応開始など、男女共同参画社会の実現に向け取り組んでまいりまし

た。

また、平成２６年度については、地域女性活躍加速化交付金事業を活用し、

地域における関係団体・企業等の連携を促進し、地域ぐるみでの女性の活躍

加速化を図る各種事業を行い、地域経済の活性化や、企業等における女性の

登用促進に向けた取組を支援しているところであります。

この年次報告書は、群馬県男女共同参画推進条例第７条に基づき、本県の

平成２５年度男女共同参画の推進状況、県の施策の実施状況及び平成２６年

度実施する施策を取りまとめたものです。

本書が多くの皆様に男女共同参画社会についての理解と関心を深めていた

だく資料として活用していただければ幸いです。

平成２６年１０月
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